
平成30（2018）年６月26日　火曜日（561）

平成30(2018)年
６月26日(火)
第2998号

告 示
栃木県告示第344号
　次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定に
より告示する。
　　平成30（2018）年６月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　保安林予定森林の所在場所
鹿沼市加園字櫃沢3596-１

２　指定の目的
土砂の流出の防備

３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
字櫃沢3596-１（次の図に示す部分に限る。）所在の森林

イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画
で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置い
て縦覧に供する。）
Ⅱ
１　保安林予定森林の所在場所
　鹿沼市野尻字田ノ入594、595、667、668、字田ノ向598、字大石ケ入659、660-１、660-２、661から666
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まで
２　指定の目的
土砂の流出の防備

３　指定施業要件
⑴　立木の伐採の方法
ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　字田ノ入594・595・667・668・字大石ケ入660-１・660-２・665（以上７筆について次の図に示す
部分に限る。）所在の森林
イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画
で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種
次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置い
て縦覧に供する。）

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第345号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定によ
り医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定によ
り次のとおり告示する。
　　平成30（2018）年６月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

平成30（2018）年
４月１日

あおき耳鼻咽喉科医院 栃木市大平町新1474-１

平成30（2018）年
５月１日

ソフィアホームケアクリニック 小山市土塔222-14

平成30（2018）年
４月４日

みなみこどもクリニック 小山市城東６-10-１

平成30（2018）年
５月１日

那須訪問診療所 那須塩原市豊浦10番地706

平成30（2018）年
６月１日

みのり薬局 河内郡上三川町しらさぎ２-25-７

平成30（2018）年
５月１日

メープル薬局益子西店 芳賀郡益子町塙304-３

２　指定訪問看護事業者等

指定年月日
指 定 訪 問 看 護 事 業 者 等 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地
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平 成 29
（2017）年
４月１日

yoboiryo株式会社 宇都宮市平松本町354番
地13

WADEWADE訪
問看護ステーショ
ン鹿沼

鹿沼市府中町362-15　
ラ・カーサ・フェリー
チェ 102

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第346号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第50条の２の規定により指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の
３の規定により告示する。
　　平成30（2018）年６月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院、診療所又は薬局

廃 止 年 月 日 名 称 所 在 地

平成30（2018）年
３月31日

あおき耳鼻咽喉科医院 栃木市大平町新1474-１

平成30（2018）年
４月30日

ソフィアホームケアクリニック 小山市土塔222-14

平成30（2018）年
４月30日

那須訪問診療所 那須塩原市豊浦10番地706

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第347号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年６月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日 自 立 支 援
医療の種類

ウエルシア薬局大田
原本町店

大田原市本町１-
2705-88

ウエルシア薬局株式会社
代表取締役　水野　秀晴

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

一條薬局 宇都宮市中央本町
３-11

有限会社喜美
取締役　曽根　玲子

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

ウエルシア薬局真岡
高間木店

真岡市高間木２-12-
３

ウエルシア薬局株式会社
代表取締役　水野　秀晴

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

ピノキオファーマ
シーズ雀の宮店

宇都宮市雀の宮４-
４-７

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

ピノキオファーマ
シーズ東間々田店

小山市東間々田２-
36-１

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

ピノキオファーマ
シーズ鹿沼西店

鹿沼市西沢町470 株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療
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ピノキオファーマ
シーズ鹿沼久保店

鹿沼市久保町1618-
７

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

ピノキオファーマ
シーズ那須店

大田原市町島水口前
1095-１

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

ピノキオファーマ
シーズ那須塩原店

那須塩原市大黒町
４-22-２

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

みのり薬局 上三川町しらさぎ
２-25-７

株式会社フォルマン
代表取締役　秋山　太一

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

ピノキオファーマ
シーズ市貝赤羽店

市貝町赤羽2658-22 株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

ピノキオファーマ
シーズ宝石台店

高根沢町宝石台２-
５-２

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

ピノキオファーマ
シーズ高根沢店

高根沢町光陽台５-
７-３

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

セントラル薬局 宇都宮市西１-１-９ 株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

のぞみ薬局 宇都宮市平松本町
1138-10

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

ピノキオファーマ
シーズ東武宇都宮店

宇都宮市宮園町５-
４　東武百貨店３F

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　友和

平成30（2018）年
６月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第348号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年６月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日 自 立 支 援
医療の種類

クスリのアオキ日光
森友薬局

日光市森友738番地 株式会社クスリのアオキ 平成30（2018）年
６月１日

育成医療及び
更生医療

２　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定 年 月 日 自 立 支 援
医療の種類

三友訪問看護おやま 小山市西城南３-17-
７　城南ウイングⅢ
106号室

株式会社Berrous 平成30（2018）年
５月１日

育成医療及び
更生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第349号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成30（2018）年６月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更 年 月 日 自 立 支 援
医療の種類

共創未来宇都宮薬局
（わかば薬局宇都宮
店）

宇都宮市陽南３-12-
38

株式会社ファーマみらい
代表取締役　清原　陽子

平成30（2018）年
５月30日

精神通院医療

※表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第350号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成30（2018）年６月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更 年 月 日 自 立 支 援
医療の種類

共創未来岩舟薬局
（スカイ薬局岩舟）

栃木市岩舟町和泉
1457-６

株式会社ファーマみらい 平成30（2018）年
４月13日

育成医療及び
更生医療

共創未来小山薬局
（ひまわり薬局小山
店）

小山市八幡町２-７-
15

株式会社ファーマみらい 平成30（2018）年
４月13日

育成医療及び
更生医療

共創未来やまべ薬局
（やまべ薬局）

足利市堀込町2856-
１

株式会社ファーマみらい 平成30（2018）年
４月14日

育成医療及び
更生医療

共創未来黒磯薬局
（黒磯ロイヤル薬
局）

那須塩原市若葉町
66-120

株式会社ファーマみらい 平成30（2018）年
４月30日

育成医療及び
更生医療

※表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第351号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定によ
り次の指定自立支援医療機関がその指定を辞退したので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成30（2018）年６月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定辞退年月日 自 立 支 援
医療の種類

那須赤十字病院 大田原市中田原1081
番地４

日本赤十字社 平成29（2017）年
４月１日

育成医療及び
更生医療

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────


